


議案第８７号 

   令和７年度刈谷市一般会計補正予算（第４号） 

令和７年度刈谷市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９６９，３８２千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６，８９３，５８８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更及び廃止は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

  令和７年１２月３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第８８号  

令和７年度刈谷市刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計補正

予算（第１号）  

 令和７年度刈谷市の刈谷小垣江駅東部土地区画整理事業特別会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８８千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ６２１，９１５千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年１２月３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第８９号  

令和７年度刈谷市刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号）  

 令和７年度刈谷市の刈谷野田北部土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９，９７１千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６，８６４千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年１２月３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第９０号 

   令和７年度刈谷市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

令和７年度刈谷市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，６７２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，６８１，５０７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和７年１２月３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第９１号  

   令和７年度刈谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

令和７年度刈谷市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５０，１６０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，８６０，１８２千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年１２月３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第９２号  

   令和７年度刈谷市介護保険特別会計補正予算（第２号）  

令和７年度刈谷市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４２，５８３千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，８８０，７７６千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年１２月３日提出  

                   刈谷市長  稲  垣     武   
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議案第９３号 

   令和７年度刈谷市水道事業会計補正予算（第２号） 

 （総則） 

第１条 令和７年度刈谷市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度刈谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４号

に定めた主要な建設改良事業の配水設備増補改良費を次のとおり補正する。 

    （既決予定量） （補正予定量） （計） 

配水設備増補改良費 1,215,601 千円 24,657 千円 1,240,258 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支        出 

第１款 水道事業費用 2,986,562 千円 604 千円 2,987,166 千円 

 第１項 営業費用 2,924,773 千円 604 千円 2,925,377 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文中「４９５，５３４千円」を「５２５，４１１千円」に、

「１９５，５３４千円」を「２２５，４１１千円」に改め、資本的支出の予定額

を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

支        出 

第１款 資本的支出 1,524,113 千円 29,877 千円 1,553,990 千円 

 第１項 建設改良費 1,419,025 千円 29,877 千円 1,448,902 千円 

 （継続費） 

第５条 令和６年度刈谷市水道事業会計予算第５条に定めた継続費を次のとおり補

正する。 

（単位：千円） 

款 項 事 業 名 補  正  前 補  正  後 
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   総 額 年度 年 割 額 総 額 年度 年 割 額 

１資本的 

支 出 

１建 設 

改良費 

南部配水

場施設耐

震化事業

（その２） 

1,334,432 

６ 334,400 

1,360,432 

６ 334,400 

７ 626,162 ７ 648,362 

８ 373,870 ８ 377,670 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第６条 予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

（１）職員給与費 225,395 千円 8,281 千円 233,676 千円 

令和７年１２月３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武   

21



議案第９４号 

   令和７年度刈谷市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 （総則） 

第１条 令和７年度刈谷市下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（業務の予定量） 

第２条 令和７年度刈谷市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条第４

号に定めた主要な建設改良事業の管渠施設費及び雨水施設費を次のとおり補正す

る。 

    （既決予定量）  （補正予定量） （計） 

管渠施設費 1,601,344 千円 831 千円 1,602,175 千円 

雨水施設費 37,549 千円 814 千円 38,363 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収        入 

第１款 下水道事業収益 3,889,886 千円 944 千円 3,890,830 千円 

 第１項 営業収益 1,957,109 千円 1,189 千円 1,958,298 千円 

 第２項 営業外収益 1,932,767 千円 △245 千円 1,932,522 千円 

支        出 

第１款 下水道事業費用 3,889,845 千円 944 千円 3,890,789 千円 

 第１項 営業費用 3,640,062 千円 944 千円 3,641,006 千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科  目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収        入 

第１款 資本的収入 2,141,866 千円 1,645 千円 2,143,511 千円 

 第２項 出資金 983,047 千円 1,645 千円 984,692 千円 

支        出 

第１款 資本的支出 3,001,954 千円 1,645 千円 3,003,599 千円 
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 第１項 建設改良費 1,682,640 千円 1,645 千円 1,684,285 千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

    （科  目）      （既決予定額）    （補正予定額）   （計） 

（１） 職員給与費     187,646 千円        2,589 千円     190,235 千円 

（他会計からの補助金） 

第６条 予算第９条本文中「５４３，８２８千円」を「５４３，５８３千円」に改

める。 

 令和７年１２月３日提出 

                   刈谷市長  稲  垣     武               
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